
総合計画に関する問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎ ㉒ 2751

【総合計画に関するご意見】
　随時、受け付けています。インターネットからも受け付けていますので、
ぜひご活用ください。右記二次元バーコードからもアクセスできます。
　インターネット　https://www.harp.lg.jp/kyFPjdtc
　郵送先　　　　　〒059-1595　安平町早来大町95番地　安平町役場政策推進課　宛
　FAX送付先　　　℻ ㉒ 2026

　学校や道の駅の建設、保育料の軽減、プレミアム付き商品券を発行
するなどの取り組みが住民の皆様にとって最も身近なことになるので
はないでしょうか。
　「何をやるか」を考えるために、町として「どうやるのか」「なぜ
やるのか」をしっかりと明確に打ち立て、住民の皆様の理解を得てい
く必要があります。
　総合計画は、このような意味合いから『まちづくりの設計図』と表
現しています。

基本構想　＝　なぜやるか
　・子どもたちの元気な声が地域に響くと、高齢者も元気になる
　・子育てを応援してくれる先輩世代が、いつまでも元気に活躍してもらいたい
　・『子育て・教育』という安平町の強みを生かして全ての世代の方がいきいきと過ごす
　そんな姿をイメージして『育てたい 暮らしたい 帰りたい みんなで未来へ駈けるまち』という
スローガンを掲げ、まちづくりを進めています。

基本計画　＝　どうやるか
　安平町は、次の６つの分野に分けてまちづくりを進めています。
　　Ⅰ 子育て・教育　　Ⅱ 人づくり・コミュニティ　　Ⅲ 経済・産業
　　Ⅳ 健康・福祉　　　Ⅴ 生活環境・生活基盤　　　　Ⅵ 行財政運営
　最も優れた強みである『子育て・教育』分野を優先するべき分野として育て、それにより安平
町への『移住・定住』や街中での『回遊・交流』の流れへ結びつけていくことを狙っています。

実施計画　＝　何をやるか
　住民の皆様に直接影響する、役場の各種取り組み（事業）のことです。
　　例）・�地域の子どもたちが元気で楽しく子ども園や学校で過ごしてもらう

ための事業
　　　　・芸術文化に触れ、活発に地域活動ができるようにするための事業
　　　　・農林業や商業を元気にするための事業
　　　　・地域の医療を支えたり、皆様に健康になってもらうための事業
　　　　・道路や水道を維持管理し、安心安全に暮らすための事業
　　　　・上記の事業などを行う役場の機能を維持し、向上させるための事業
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